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第

八

十

六

号

議

案

 

  

職

員

の

服

務

の

宣

誓

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

三

年

十

一

月

二

十

四

日
 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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職

員

の

服

務

の

宣

誓

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
職

員

の

服

務

の

宣

誓

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

六

年

四

月

江

戸

川

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

中

「

な

つ

た

」

を

「

な

っ

た

」

に

、

「

の

定

め

る

上

級

の

公

務

員

の

前

で

、

別

記

様

式

」

を

「

に

別

記

様

式

」

に

、

「

に

署

名

し

て

」

を

「

を

提

出

し

て

」

に

、

「

行

つ

て

」

を

「

行

っ

て

」

に

改

め

、

同

条

た

だ

し

書

中

「

但

し

」

を

「

た

だ

し

」

に

改

め

る

。

 

 

第

三

条

中

「

を

除

く

外

」

を

「

の

ほ

か

」

に

改

め

る

。

 

 

附

則

第

二

項

中

「

な

つ

た

」

を

「

な

っ

た

」

に

改

め

る

。

 

別

記

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

          



   
 

別

記

様

式

（

第

二

条

関

係

） 

一
 

教

育

公

務

員

以

外

の

職

員 

   
 

 
 

宣 

誓 

書 
私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る 

日

本

国

憲

法

を

尊

重

し

、

か

つ

、

擁

護

す

る

こ

と

を 

固

く

誓

い

ま

す

。 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を 

民
主
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、 

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る 

こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

あ

あ
年
あ
あ
月
あ
あ
日 

あ

あ
氏 

名 
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二

 

教

育

公

務

員 
  

 
 

 

宣 

誓 

書 
私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る 

日

本

国

憲

法

を

尊

重

し

、

か

つ

、

擁

護

す

る

こ

と

を 

固

く

誓

い

ま

す

。 

私
は
、
地
方
自
治
及
び
教
育
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務 

を
民
主
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、 

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る 

こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

あ

あ
年
あ
あ
月
あ
あ
日 

あ

あ
氏 

名 

第８６号議案 
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付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

職

員

の

服

務

の

宣

誓

に

関

す

る

政

令

（

昭

和

四

十

一

年

政

令

第

十

四

号

）

の

改

正

を

踏

ま

え

、

新

た

に

江

戸

川

区

の

職

員

と

な

っ

た

者

が

行

う

服

務

の

宣

誓

に

お

い

て

、

任

命

権

者

の

定

め

る

職

員

の

面

前

に

お

け

る

署

名

を

不

要

と

す

る

と

と

も

に

、

宣

誓

書

の

押

印

欄

を

削

除

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

  


